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平成２６年２月１０日 

  

各   位 

会 社 名 ショーボンドホールディングス株式会社

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 石 原 一 裕

（ コード番号 １４１４ 東証第１部 ）

問合せ先 取締役広報管理部長 鈴 木 成 章

電話：０３－６８９２－７１０１ 

 

 

「当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」の継続について 

 

当社は、平成２０年２月５日の取締役会において決議した「当社の財務および事業の方

針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」（会社法施行規則第 118 条 3 号本文に定

義されるものをいい、以下「本プラン」といいます。）に関し、その後の当社を取り巻く環

境や資本市場の変化を考慮し、一部を見直して平成２３年２月４日に継続いたしました。

その後、東日本大震災や中央自動車道笹子トンネルの天井板崩落事故などにより、当社の

事業分野への注目度が更に高まるなどの事業環境の変化に対応するため、再度継続するこ

とを本日開催の取締役会で決議いたしましたので、お知らせします。 

 

記 

 

１．当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

上場会社である当社の株式は、株主、投資家の皆様による自由な取引が認められてお

り、当社の株式に対する大規模買付提案またはこれに類似する行為があった場合におい

ても、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、当社といたしましては、

一概にこれを否定するものではなく、 終的には株主全体の意思により判断されるべき

ものと考えております。 

しかしながら、本プランを 初に決議した平成２０年当時ほどではないものの、わが

国の資本市場においては、対象となる企業の経営陣の賛同を得ずに、一方的に大規模買

付を提案される可能性は低いとは言いきれません。こうした大規模買付の中には、その

目的等からみて企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、

株主に株式の売却を事実上強要する恐れがあるもの、対象会社の取締役会や株主が大規

模買付提案の内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案する

ための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買付者の提示した条件よりも有

利な条件をもたらすために買付者との交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値ひ
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いては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。 

 

当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方といたしましては、当社グ

ループの企業理念、企業価値のさまざまな源泉、当社グループを支えていただいている

ステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利

益を中長期的に確保、向上させる者でなければならないと考えております。 

この実現に資する取組みとして、当社は、当社の株式に対する大規模買付提案がなさ

れた場合、当社の企業価値・株主共同の利益に資するか否かという観点から、まず、当

社取締役会が情報の収集およびその検討等を行い、その結果や当社取締役会としての意

見を株主の皆様に開示することで、当社の株主の皆様が十分な情報のもと、適切なご判

断を行っていただけるような仕組みを構築することが不可欠であると考えております。 

  

  当社は現時点において当社株式等の大規模買付提案を受けているわけではなく、また、

本プランは、いわゆる買収防衛策について定めるものではありません。買収防衛策の導

入につきましては、重要な経営課題の一つとして、法制度や関係当局の判断・見解、市

場の受け止め方等を注視しながら、導入の要否、導入を行う場合には、その内容につい

ての検討を行ってまいります。 

 

２．基本方針の実現に資する取組みについて 

当社は、企業価値・株主共同の利益の向上が経営の 重要課題の一つと認識しています。

以下に掲げる取組みは、基本方針の実現に資するものと考えます。 

（１）企業価値・株主共同の利益の向上に向けた取組み 

①当社の経営の基本方針 

   当社は、純粋持株会社として子会社の経営の支配、指導、管理を行っています。   

子会社グループの主要な事業は、土木・建築分野のコンクリート構造物の補修・補強

市場において、独自工法を含む多種多様な工法により、自社開発の工事材料や、樹脂

接着剤・注入剤（子会社グループ内で製造）を用いて施工する特殊工事です。また補

修・補強工事という性格上、新設・新築に比べ請負額が比較的少額で、工期も短く、

設計図と実際の施工対象物の状況が異なるなどの悪条件を克服しながら施工しなけれ

ばならないなど、高度な技術力と様々なノウハウが必要な業態です。その一方、施工

対象とする構造物は、供用中の道路橋梁やトンネル、学校、鉄道各社や電力会社のイ

ンフラなど公共性の高い社会資本が多く、地域住民の安全確保に直結する社会貢献度

の高い重要な事業を行っているいわば「縁の下の力持ち」的な企業集団だと自負して

います。今ある社会資本を、環境への負荷が大きいスクラップ＆ビルドではなく、適

時適切にメンテナンスすることにより良好な状態で次世代に引き継ぐことが私たちの

使命だと考えています。 
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②中期的な企業価値向上のための取組み 

高度成長期に造られた多くの橋梁やトンネルなどの構造物の老朽化が、各地で問題

になっています。高速道路各社が、橋梁をはじめとする構造物の更新や大規模な補修

工事に着手するとの発表も昨年来相次いでおり、２０２０年の東京オリンピック開催

も決定したことから、インフラの整備に拍車がかかることも予想されます。また、災

害時の避難所となる学校等の建物の耐震補強工事も急務です。 

今後建設業界では、技術力や生産性の向上、経営の効率化により、良いものを低コ

ストで提供する企業が評価される時代を迎えるとの認識を当社は持っていますが、東

京オリンピックに向けて、一時的な建設バブルが到来する恐れもあり、すでに資機材

や労務費の高騰も始まっています。こうした中、当社グループは、いたずらに事業拡

大を図らず得意とする補修・補強分野に経営資源を集中し、今までに培ってきた技術

力をさらに向上させ、また補修・補強に関する新工法や新商品の開発に取り組んでい

きます。また、これまでに蓄積した技術やノウハウを改良し、施工品質を磨くことで、

会社の評価をさらに向上させ、優秀な人材を確保するとともに、業績の向上と安定し

た配当を行い、またコーポレートガバナンスを強化することにより、様々な課題をク

リアーし、企業価値ひいては株主共同の利益向上に努めて参ります。 

 

３．本プランの内容 

（１）対象となる買付等 

本プランは下記①または②に該当する当社株券等の大規模買付提案またはこれに類似

する行為（以下「買付等」といいます）がなされる場合を適用対象とします。買付等を

行う者または提案する者（以下「買付者等」といいます）は、予め本プランに定められ

る手続に従うこととします。 

① 当社が発行者である株券等1について、保有者2の株券等保有割合3が 15％以上とな

る買付 

② 当社が発行者である株券等4について、公開買付5に係る株券等の株券等所有割合6

およびその特別関係者7の株券等所有割合の合計が 15％以上となる公開買付 

 

  

 
                                                  
1 金融商品取引法第 27 条の 23 第 1 項に定義されます。以下別段の定めがない限り同じ。 
2 金融商品取引法第 27 条の 23 第 3 項に基づき保有者に含まれる者を含む。 
3 金融商品取引法第 27 条の 23 第 4 項に定義されます。以下同じ。 
4 金融商品取引法第 27 条の 2 第 1 項に定義されます。以下②において同じ。 
5 金融商品取引法第 27 条の 2 第 6 項に定義されます。以下同じ。 
6 金融商品取引法第 27 条の 2 第 8 項に定義されます。以下同じ。 
7 金融商品取引法第 27 条の 2 第 7 項に定義される特別関係者（当社取締役会がこれに該当すると認めた者

を含みます）をいいます。但し、同項第 1 号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開

買付の開示に関する内閣府令第 3 条第 2 項で定める者を除きます。以下同じ。 
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（２）買付者等に対する情報提供の要求 

   買付者等は、当社取締役会が別段の定めをした場合を除き、買付等の実行に先立ち、

当社取締役会に対して、以下の各号に定める情報（以下「本必要情報」といいます）

および当該買付者等が買付等に際して本プランに定める手続を遵守する旨の誓約文言

等を記載した書面（以下「買付説明書」と総称します）を当社の定める書式により提

出していただきます。 

   当社取締役会は、当該買付説明書の記載内容が本必要情報として不十分であると判

断した場合には、買付者等に対し、適宜回答期限を定めた上で、追加的に情報を提供

するよう求めることがあります。この場合、買付者等においては、かかる情報を追加

的に提供していただきます。 

① 買付者等およびそのグループ（共同保有者8、特別関係者および（ファンドの場

合は）各組合員その他の構成員を含みます）の詳細（具体的名称、資本構成、事

業内容、財務内容、株券等の所有状況および取引状況等を含みます） 

② 買付等をする株券等の種類、買付等の目的、方法および内容（経営参画の意思の

有無、買付等の対価の価格・種類、買付予定の株券等の数および買付等を行った

後における株券等所有割合、買付等の時期、関連する取引の仕組み、買付等の方

法の適法性等を含みます） 

③ 買付等の価格の算定根拠（算定の前提事実、算定方法、算定の経緯、算定に用い

た数値情報および買付等にかかる一連の取引により生じることが予想されるシ

ナジーの内容、そのうち少数株主に対して分配されるシナジーの内容を含みま

す） 

④ 買付等の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます）の具体的名称、

調達方法、関連する取引の内容を含みます） 

⑤ 買付等の後における当社および当社グループの経営方針、事業計画、資本政策お

よび配当政策 

⑥ 買付等の後における当社および当社グループの従業員、取引先、顧客、地域社会

その他の当社に係る利害関係者の処遇等の方針 

⑦ 当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策 

⑧ その他当社取締役会が合理的に必要と判断する情報 

 

（３）買付等の内容の検討・買付者等との交渉・代替案の検討 

①当社取締役会による検討作業 

   買付者等から情報・資料等（追加的に要求したものも含みます）の提供が十分にな

されたと当社取締役会が認めた場合、その時点から、対価を円貨現金のみとする公開

                                                  
8 金融商品取引法第 27 条の 23 第 5 項に規定される共同保有者をいい、同条第 6 項に基づき共同保有者と

みなされると当社取締役会が認めた者を含みます。以下同じ。 
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買付による当社全株式の買付の場合は原則として 60 日間を超えない検討期間、その他

の大規模買付行為の場合は原則として 90 日間を超えない検討期間（以下「取締役会検

討期間」といいます）を当社取締役会は設定します。 

   当社取締役会は、取締役会検討期間内において買付者等から提供された情報・資料

等に基づき、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、買付者等の

買付等の内容および当社取締役会としての代替案の検討を行います。 

   なお、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するようにな

されることを確保するために、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、

公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家等）の助言を得ることができる

ものとします。 

②株主およびステークホルダーに対する情報開示 

   当社取締役会は、買付者等から買付の提案がなされた事実とその概要、本必要情報

の概要および当社取締役会による検討内容（取締役会検討期間の開始日および終了日

を含みます）その他の状況のうち当社取締役会が適切と判断する事項について、速や

かに情報開示を行うものとします。 

 

（４）不適切な買付等の要件 

  当社は、買付者等による買付等が下記のいずれかに該当する場合、当該買付等を不適

切な買付等であると考えます。 

  ①上記（２）「買付者等に対する情報提供の要求」に定める情報提供および取締役会検

討期間の確保その他本プランに定める手続を遵守しない買付等である場合 

②下記に掲げる行為その他これに類似する行為により、当社の企業価値ひいては株主

共同の利益に対する明白な侵害をもたらす恐れのある買付等である場合 

（ⅰ）株式等を買占め、その株式等につき当社に対して高値で買取を要求する行為 

（ⅱ）当社の経営を一時的に支配して、当社の重要な資産等を廉価に取得する等、

当社の犠牲の下に買付者等の利益を実現する経営を行うような行為 

（ⅲ）当社の資産を買付者等やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として

流用する行為 

（ⅳ）当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない高額資産

等を処分させ、その処分利益をもって、一時的な高配当をさせるか、一時的

高配当による株価の急上昇の機会を狙って高値で売り抜ける行為 

③強圧的二段階買付（ 初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段階目の買

付条件を株主に対して不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付等の株式

買付を行うことをいいます）等株主に株式の売却を事実上強要する恐れのある買付

等である場合 

④当社に、当該買付等に対する代替案を提示するために合理的に必要な期間を与える
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ことなく行われる買付等である場合 

⑤当社株主に対して、本必要情報その他買付等の内容を判断するために合理的に必要

とされる情報を十分に提供することなく行われる買付等である場合 

  ⑥買付者等による買付等の後の経営方針または事業計画等の内容が不十分または不適

当であること等のため、当社と当社利害関係者との間の信頼関係・取引関係等を破

壊する、または当社の企業価値・株主共同の利益を毀損する重大なおそれのある買

付等である場合 

⑦買付等の条件（対価の価額・種類、買付等の時期、買付等の方法の適法性、買付等

の実行の蓋然性、買付等の後における当社の従業員、取引先、顧客、地域社会その

他の当社に係る利害関係者の処遇等の方針等を含みます）が、当社の本源的価値に

鑑み、著しく不十分または不適当な買付等である場合 

⑧買付者等が公序良俗の観点から当社の支配株主として不適切であると合理的な根拠

をもって判断される場合 

 

（５）本プランの有効期間、廃止および変更 

  本プランは、平成２６年２月１０日から効力が発生するものとし、平成２８年６月期

の決算発表（平成２８年８月中旬）まで有効といたします。ただし、有効期間の満了前

であっても、当社取締役会は、随時本プランの再検討を行い、内容の見直しを行う場合

があります。 

  本プランが廃止または変更された場合には、当該廃止または変更の事実および（変更

の場合には）変更内容その他当社取締役会が適切と認める事項について、速やかに情報

開示を行います。 

 

以  上 


